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評 価 基 準 等

管理運営状況管理運営状況管理運営状況管理運営状況のののの審査結果審査結果審査結果審査結果

　岐阜市生涯学習・女性センターは、指定管理者に選定された団体が施設の管理運営を行っています。

　制度導入後の平成22年度上半期の管理運営について、協定内容の要求水準どおりに実施されているかを、実施

報告書、実地調査などにより、下記のとおり評価しました。

　岐阜市生涯学習・女性センターの評価に当たっては、岐阜市市民参画部が評

価し、岐阜市市民参画部指定管理者選定委員会に報告し、意見聴取しました。

　評価方法は、管理運営状況を、事業報告書、実地調査、利用者からのアン

ケート、指定管理者のヒアリングにより把握しました。

　そして、指定管理者の審査・選定に用いた選定基準等に示された具体的な業

務の履行状況などについて、項目ごとに下記の「評価基準」、別表「評価票」

により評価を行った上で総合評価を行いました。

　Ｓ：「協定内容あるいは要求水準等」に対して優れている
　　　　＊協定内容どおり業務を履行し、利用者満足度が優れている場合など

　Ａ：「協定内容あるいは要求水準等」に対して良好（１００％）
　　　　＊協定内容どおり業務を履行し、利用者満足度が良好な場合など

　Ｂ：「協定内容あるいは要求水準等」に対して概ね良好（概ね９０％以上）
　　　　＊協定内容どおり業務は履行しているが、利用者満足度が概ね良好な場合など

　Ｃ：「協定内容あるいは要求水準等」に対して下回る（概ね６０％以上）
　　　　＊協定内容の業務に一部不履行がある場合など

　Ｄ：「協定内容あるいは要求水準等」に対して顕著に下回る（未着手含む）
　　　　＊協定内容の業務に相当不履行がある場合など

施 設 名



■評価基準

（１００％）

（概ね９０％以上）

（概ね６０％以上）

（未着手含む）

■評価表

選定基準 評　価　項　目 具体的要求水準

住民の平等利用が確保さ
れるとともに、効率的な
運用が図られること

岐阜市生涯学習・女性センターの運営上の基
本方針

所管の各室と連携を図りながら、岐阜市
の生涯学習推進及び男女共同参画推進の
拠点施設として、岐阜市の施策に沿った
運営を行なっているか

生涯学習推進業務を行っていく上での方針と
主な事業計画

岐阜市の施策に沿って、現代的課題に関
する講座等の学習機会の提供、啓発イベ
ントの実施、学習情報の収集・提供、学
習相談等の業務を行っているか

男女共同参画業務を行っていく上での方針及
び主な事業計画

岐阜市の施策に沿って、男女共同参画に
関する講座等の学習機会の提供、情報の
収集・提供、女性相談の実施、男女共同
参画を推進する市民活動団体・グループ
との交流・連携等の事業を行なっている
か

ボランティア等の市民活動の支援業務を行っ
ていく上での方針及び主な事業計画

岐阜市の施策に沿って、ボランティア養
成講座の実施、啓発イベントの実施、ボ
ランティアや市民活動団体の交流、ボラ
ンティア相談業務等の事業を行なってい
るか

市民芸術文化振興業務を行っていく上での方
針及び主な事業計画

岐阜市の施策に沿って、岐阜市民文化祭
の開催、文化助成事業、文化団体等の交
流・支援等の事業を行なっているか

施設管理業務を行っていく上での方針と具体
策

各種機械設備の保守点検等を行うととも
に、防犯・防火体制を整え、日常の安全
確保に努めているか。また、危機管理マ
ニュアル・緊急連絡網等を整備し、緊急
事態に対応できる体制ができているか

指定管理に関する経費の設定額の妥当性と経
費縮減の具体策

具体的な経費の削減の方策を掲げ、努力
しているか。

効率的な運営を図るための組織の構造
各係の職員の配置を工夫し、開館時は常
に業務に支障が出ないようにローテー
ションが組まれているか

事業計画書の内容に即
し、指定管理者の行う業
務を安定的に実施する能
力があること

必要な人材の配置と職能及び人材育成の方針

事業を実施するために必要な資格や知
識・経験を有する職員を配置している
か。また、業務に必要な研修を実施し資
質の向上に努めているか

Ｃ

Ｄ

岐阜市生涯学習／女性センター評価表

効果性

評　価

Ａ

Ｓ

Ａ

Ａ

Ａ

評　価

Ｓ

Ａ

Ｂ

生涯学習・男女共同参
画・ボランティア等の市
民活動・市民芸術文化振
興に関する広範で専門的
な知識、技術及び経験を
有し、センター事業を一
体的に実施することによ
り、センターの設置目的
を達成できること

センターの効用が最大限
発揮されるとともに、そ
の管理に係る経費の縮減
が図られること

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

効率性

安定性
安全性

区 分

公平性
透明性

「協定内容あるいは要求水準等」に対して顕著に下回る
＊協定内容の業務に相当不履行がある場合など

業務の履行状況、市の要求水準に対する達成度など

「協定内容あるいは要求水準等」に対して優れている
＊協定内容どおり業務を履行し、利用者満足度が優れている場合など

「協定内容あるいは要求水準等」に対して概ね良好
＊協定内容どおり業務は履行しているが、利用者満足度が概ね良好な場合など

「協定内容あるいは要求水準等」に対して良好
＊協定内容どおり業務を履行し、利用者満足度が良好な場合など

「協定内容あるいは要求水準等」に対して下回る
＊協定内容の業務に一部不履行がある場合など



■総合評価

　
　

■岐阜市市民参画部指定管理者選定委員会の意見

・事故等はなく、施設の安全な管理がなされていると考えられる。
・市民講師に女性が多く育っていることなど、女性の力の拡大・活用が図られていることは評価できる。
・市民活動支援業務の中で、社会福祉協議会やＮＰＯ・ボランティア協働センターと連携した、ボランティア
　活動のマッチング事業が機能していることは評価できる。
・利用者の要望に応じプロジェクターなど備品の維持、充実に努められたい。
・市民自主講座をはじめ、市民自らが企画・運営していく講座についても情報提供等に努められたい。
・団塊世代の社会参加を図るための企業向け講座との連携や、孤独死などの社会課題に対応する相談事業、新
　しいかたちのアパレルを創造するような講座など、時代に即した創意工夫ある講座の企画に努められたい。
・女性の社会参加という視点にとどまらず、ワークライフバランス（仕事と生活の調和）の観点からの学習・
　交流事業の企画についても検討されたい。

　「指定管理者制度」による管理運営の2期目を迎え、市民ニーズを把握し、「お客様に　笑顔とあいさつ
を」をキャッチフレーズに、市民の目線に立ったサービスに取り組んでいる。
　施設の利用状況等であるが、前年に比べ、稼働率は減少しているものの利用回数、利用者数、使用料収入と
もに増加している。昨年実施した「研修室５０」、「研修室３０」の増設工事に伴い、小研修室１等の使用を
制限していたためと考えられる。昨年１０月に利用を開始した「研修室５０」、「研修室３０」は概ね好調な
利用で推移している。
　指定管理者事業についてであるが、生涯学習センターにおいては、現代的課題を中心にした講座を主催する
だけでなく、専門機関との連携による充実した内容の講座、ふるさと「岐阜」をテーマにした講座等を実施し
ている。「団塊世代のための市民講師養成講座」の修了生が市民講師として開催した講座を支援し、さらに、
フォローアップ講座を実施し、「学んだ成果を活動に生かし、その活動から生まれた課題を解決するために、
再度学び直す」生涯学習と市民活動の循環を実現することができた。昨年度より、例年９月より実施していた
市民自主講座を４月から８月と１０月から２月までの前後期制に改め、市民講師の育成とその活動の場の提供
を広げた。また、ボランティア等の市民活動支援業務も基礎講座のみでなく養成講座を実施し、さらには相談
窓口の充実を図り、市民活動ルームを整備するなどソフト、ハード両面で支援を行っている。その他に、文化
振興において、美術展覧会、市民芸術祭、岐阜市文芸祭の充実を図っている。女性センターでは、男女共同参
画の推進を図るための学習事業を進めている。特に、男女共同参画記念講演会を開催し、「男女共同参画基本
法」及び「岐阜市男女共同参画推進条例」の啓発、ワーク・ライフ・バランスの理解を図った。また、ハート
フルネットやおしゃべりサロンを市民と協働して実施している。さらに、「女性センターだより」の発行し事
業の啓発を実施した。相談事業では「法律」「心」「健康」「育児」「家計」の相談の充実を図ったほか「離
婚、相続の法律の基礎知識」をテーマにしたセミナーを開催し、男女共同参画社会実現のための環境づくりを
推進している。
　利用者の声を聞くため、アンケート調査を継続的に実施しており、利用者の意見を取り入れ、利用者の要望
に、柔軟に対応している。
　以上のように、それぞれの事業運営業務において良好であり、また、施設管理業務についても特に大きな問
題はなく、総合的に良好であると思われる。


